
錦 江 町 農 業 委 員 会 ２ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２９年２月２４日（金） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ５番  平原  栄 

〃       ４番  水流 豊美 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 永田宗成 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第３７号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第３８号  農地法第４条許可申請について 

 

     議案第３９号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

  



     

議 長 

 只今より平成２９年２月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により、総

会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に９番 安水委員と１０番 牧原委員を指名いたしますので、よろし

くお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第３７号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第３７号について説明いたします。 

先ず、受付番号１０号の譲渡人は、Ｈ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字早瀬ノ原３６３７番１、地目は畑、地積は３，８０１㎡と

田代川原字早瀬ノ原３６３９番１、地目は畑、地積は２，７７９㎡で、２筆の合

計は６，５８０㎡となっています。 

譲受人はＨ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｈ・Ｓさんの経営状況は、世帯員６名、労働力２名、自作地２７，２２７㎡、

小作地４，００５㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台となっています。 

 

次の受付番号１１号の譲渡人は、Ｔ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字西ノ迫２，１７９番４、地目は畑、地積は４９１㎡となっ

ています。 

譲受人はＴ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 



この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｔ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地２０，８３４㎡、

小作地６，５９８㎡で、肉用牛、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター２台、バインダー・草払い機各１台となっ

ています。 

 

次の受付番号１２号の譲渡人は、Ｍ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字琵琶ノ崎５，２９６番、地目は畑、地積は１，７９２㎡となっ

ています。 

譲受人はＩ・Ｔさん、Ｙ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｉ・Ｔさんの経営状況は、世帯員３名、労働力２名、自作地２，７１１㎡、で、

甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台となっています。 

 

次の、受付番号１３号の譲渡人は、Ｆ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は城元字鳥ノ巣２，３８０番、地目は畑、地積は７１０㎡、城元字鳥ノ

巣２，３８１番、地目は畑、地積は１，２０１㎡、城元字道ノ迫平２，４７２番

１、地目は畑、地積は２，４０１㎡、城元字坂ノ上２，５８９番１、地目は畑、

地積は１，３６８㎡、城元字渡ヶ迫平２，９９５番１、地目は畑、地積は４，５

５０㎡で、５筆の合計は１０，２３０㎡となっています。 

譲受人はＦ・Ｓさん、Ｚ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｆ・Ｓさんの経営状況は、世帯員５名、労働力２名、自作地２４，８４０㎡で、

茶、水稲を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、乗用防除機１台となっています。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号１０号、１１号について、１４番 貫見委員お願いいたします。 

 

１４番 

貫見委員 

はい。報告いたします。 

受付番号１０号のＨ・ＴさんとＳさんは親子関係でございますので、これは何

ら問題は無いかと思います。 

受付番号１１号のＴ・ＴさんとＭさんの件は、近くにＴさんの畑があって買わ

れたということで、値段の方はＭさんの方に聞いたらお父さんのＫさんが支払う



ので分からないということでした。 

 

事務局 値段の方は○○万円ということでした。 

 

１４番 

貫見委員 

Ｍさんは認定農業者でもあり、錦江町の定める要件は満たしていると思います

ので、何ら問題は無いと思います。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号１２号について、私の方から報告いたします。 

 

１番 

宿利原委員 

このＩ・Ｔさんは、息子が２人おりまして、長男がＹで郵便局をやっておりま

して、その弟が一緒に農業をやっておりますけれども、Ｉ・ＴとＭさんは兄妹で、

この畑はＫにあって、シキミが植えてあって、荒れてもうどうしようもないとい

うことで、Ｍさんがシキミの人は居なくなって誰も作り手がいないので、兄弟で

作らんかと言ったら、気持ち良く私たちが作りますと言って、シキミ畑を開墾し

て、やっと今畑になったという状態であります。何ら問題は無いかと思います。 

 

議 長 次に受付番号１３号について、２０番 本釜委員お願いいたします。 

 

 

２０番 

本釜委員 

報告いたします。受付番号１３番の譲受人のＦ・Ｓさんは、Ｍさんのお婿さん

に当り、これからの農業を背負って立つ大切な後継者であると考えます。何ら問

題は無いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

５ 番 

平原委員 

１１番の○○万円というのは高いんじゃないけ。 

 

 

事務局 田代の畑にしては高いですが、双方合意の上ですので。 

 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３７号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３７号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３７号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に議案第３８号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第３８号について説明いたします。 

受付番号４号については、山林のための追認の転用申請となっています。 

申請人はＳ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字横井ノ口４，２００番１、地目は畑、地積は４，２５３㎡とな

っています。 

６頁から９頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１５番 畠中委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を１５番 

畠中委員お願いします。 

 

１５番 

畠中委員 

はい。受付番号４番の報告をします。 

この土地は去年の農地パトロールで転用が確認されたところです。８月頃は３

分の２ぐらい杉の木が植えてありましたが、今年１月には残りも全部植えてあり

ました。場所的には宿利原の命苫の公民館から２００ｍぐらいＫ市のＭ自治会に

行ったところです。この鹿屋市と錦江町の境目にあたる所です。近くに１筆、畑

がありますが、山林に囲まれていて日当たりも悪く、又、農業廃止のため転用の



申請は問題ないと判断しました。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

事務局 補足説明をいたします。資料の８頁を見て頂いてよろしいでしょうか。航空写

真の中で、申請地の写真が出ているんですが、これのちょうど、上が命苫から眞

戸原へ抜ける道路です。右側から左にかけて下り斜面になって、低くなっている

農地です。南側が山林で、木の陰になる関係で、日当たりが悪いということです。 

隣の畑は高いところで７ｍ以上段差があって、道路と同じ高さに農地はありま

す。 

 

３ 番 

厚ヶ瀬委員 

道路沿いですね。場所は。 

 

 

１５番 

畠中委員 

道路から畑があって、その下です。 

 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３８号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３８号については原案のとおり許可することに決定し

ました。 

 



議 長 次に、議案第３９号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は９０筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を３回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第３９号のうち、受付番号５５４号から５６２号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３９号のうち、受付番号５５４号から５６２号までを説明いた 

します。 

まず、受付番号５５４号，５５５号の貸し人はＮ・Ｔさん、Ｓ県在住の方です。 

申請地は５５４号が馬場字古川１６２番１、地目は田、地積は６５０㎡、５５

５号が馬場字宮下１，８１０番１、地目は田、地積は９７５㎡で、２筆の合計は

１，６２５㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年３月１日から平成３９年１２月１４日までで、小作料金

は、５５４号が１５，０００円、５５５号が２５０００円となっています。 

借り人はＡ・Ｙさん、Ｏ自治会在住の方です。 

Ａ・Ｙさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、雇用が１人で１５日、

自作地９，７２９㎡、小作地９，６２３㎡で、茶、野菜を主体とした経営をされ

ています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラック・管理機各３台、

茶摘採機・茶防除機・トラクター、耕運機１台となっています。 

この件の担当調査員は５番 平原委員です。 

 

次の受付番号５５６号、５５７号の貸し人はＨ・Ｓさん、Ｕ自治在住の方です。 

申請地は５５６号が田代川原字馬庭原５０１番、地目は田、地積は１，７５２

㎡、５５７号が田代川原字馬庭原５０３番、地目は田、地積は２８８㎡で、２筆

の合計は２，０４０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料



金は全部で３，６００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｔさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者１名、小作地１４，０２８

㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター１台となって

います。 

 

次の受付番号５５８号から５６０号の貸し人はＳ・Ｍさん、Ｋ自治在住の方で

す。 

申請地は５５８号が田代川原字馬庭原４９０番、地目は田、地積は３７０㎡、

５５９号が田代川原字馬庭原４６７番１、地目は田、地積は６７８㎡、５６０号

が田代川原字馬庭原４７０番、地目は田、地積は５２２㎡で、３筆の合計は１，

５７０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は全部で４，４００円となっています。 

一方、借り人は、５５６号からと同じＫ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号４８５号の貸し人はＫ・Ｈさん、Ｕ自治在住の方です。 

申請地は田代川原字馬庭原４８５番、地目は田、地積は５４８㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

借り人は５５６号からと同じＫ・Ｔさんです。 

受付番号５５６号から５６１号までの担当調査員は７番 毛下委員です。 

 

次の５６２号の貸し人はＴ・Ｒさん、Ｓ市在住の方です。 

申請地は田代川原字四本松１，９５９番３、地目は畑、地積は３，６８７㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は１０ａ当り５，０００円となっています。 

借り人はＹ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｈさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、自作地６４，４０４

㎡、小作地８，６９９㎡で、大根、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター・軽トラック

各３台、２ｔダンプ・掘取り機・ツル払い機・タイヤショベル各１台となってい

ます。 

この件の担当調査員は１４番 貫見委員です。 



以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号５５４号、５５５号について、５番 平原委員お願いいたしま

す。 

 

５ 番 

平原委員 

はい。ご報告いたします。 

ここは今までもＡさんが耕作されておりましたけれども、今回、息子さんの方

になったから、契約書を入れましょうということで上がって来たものです。Ａさ

んは認定農家でもありますし、管理もきちんとされておりますので、何ら問題は

無いかと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５５６号から５６１号までについて、７番 毛下委員お願いい

たします。 

 

７ 番 

毛下委員 

はい。報告します。 

今までＳ・Ｋさんが借りておりましたが、手が回らないということで、ＵのＫ・

Ｔさんが借りることになりました。小作料は水利費程度です。作る物は、カボチ

ャ・里芋を植える予定ですということで、今年、就農２年目になるんですが、や

る気はあるので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５６２号について、１４番 貫見委員お願いいたします。 

 

１４番 

貫見委員 

はい。報告します。 

この畑は以前、根占生産組合が利用して作っていたんですけれども、今年に入

ってからもう耕作しないということで、Ｓ・Ｍさんに聞いたところ、Ｙさんが探

しているということで、紹介してもらいましてお願いしたところ、作りますとい

うことで、今度新規で契約をしたところでございます。錦江町の定める要件はク

リアしていると思いますので、問題は無いかと思います。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 



１４番 

貫見委員 

毛下さん、この５５６と５５７は全部で６，６００円の間違いじゃないの。こ

この水利費は反当３，０００円だから。 

 

７ 番 

毛下委員 

水利費程度ということでした。 

 

 

１４番 

貫見委員 

だから２反ちょっとだから６，６００円の間違いじゃないの。 

 

 

７ 番 

毛下委員 

もう一度確認して、来月報告します。 

 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３９号のうち、受付番号５５４号から５６２号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３９号のうち、受付番号５５４号から５６２号までは、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３９号のうち、受付番号５５４号から５６２号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３９号のうち、受付番号５６３号から５８１号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

事務局 それでは議案第３９号のうち、受付番号第５６３号から５８１号までを説明い 

たします。 

 先ず、５６３号、５６４号の貸し人はＮ・Ｔさん、Ｄ自治会在住の方です。 



申請地は５６３号が城元字出口４，２５９番１、地目は畑、地積は３，４５８

㎡、５６４号が城元字栗ノ尾４，３９９番２、地目は畑、地積は２，８００㎡で、

２筆の合計は６，２５８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年３月１日から平成３３年１２月１４日までで、使用貸借

のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ市在住の方です。 

Ｎ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、現在自作地、小作地

とも台帳上ありませんが，露地野菜、果樹を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、草払い機各

１台となっています。 

 

次の５６５号の貸し人はＮ・Ｈさん、Ｈ県在住の方です。 

申請地は城元字崩迫４，５４８番１、地目は畑、地積は３，８８５㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２９年３月１日から平成３８年１２月１４日までで、小作料金

は全部で３０，０００円となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｍさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、自作地３８，１４３

㎡、小作地９，５５５㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、ポテカ

ルゴ、畝立て機、ツル払い機各１台となっています。 

受付番号５６３号から５６５号までの担当調査員は、１５番 畠中委員です。 

 

次の５６６号から５６９号までの貸し人はＹ・Ｎさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は５６６号が神川字岩渕１，００５番１、地目は畑、地積は９１１㎡、

５６７号が神川字岩渕１，００６番、地目は畑、地積は９８３㎡、５６８号が神

川字岩渕１，００８番１、地目は畑、地積は１，０６６㎡、５６９号が神川字岩

渕１，００９番２、地目は畑、地積は８２７㎡で、４筆の合計は３，７８７㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は全部で１５，０００円となっています。 

借り人は、Ｆ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｍさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者３名、自作地１５，１１６

㎡、小作地２２，３０３㎡で、肉用牛、水稲を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック各

２台、コンバイン、ショベル、ハーベスター各１台となっています。 

 



次の５７０号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字入料２，２５０番、地目は田、地積は１，６４３㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は１５，０００円となっています。 

借り人は、５６６号からと同じＦ・Ｍさんです。 

 

次の５７１号、５７２号の貸し人はＩ・Ｋさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は５７１号が神川字下牧９７２番、地目は畑、地積は１，６５１㎡、５

７２号が神川字下牧９７３番、地目は畑、地積は２，０５９㎡で、２筆の合計は

３，７１０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は、５７１号が１２，０００円、５７２号が１４，０００円となっています。 

借り人は、５６６号からと同じＦ・Ｍさんです。 

受付番号５６６号から５７２号までの担当調査員は、１５番 山中委員です。 

 

次の５７３号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｍ町在住の方です。 

申請地は田代麓字門田１，５９６番１、地目は田、地積は７８５㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は３，５００円となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、雇用が３人で４５０

日、自作地５０，７８８㎡、小作地１４１，００３㎡で、甘藷、茶を主体とした

経営をされています。 

農業従事日数は３２０日で、農業機械の所有状況は、トラクター６台、甘藷ハ

ーベスター各２台となっています。 

 

次の５７４号、５７５号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は５７４号が田代麓字塩井川１，８７１番１、地目は畑、地積は１，０

８８㎡、５７５号が田代麓字塩井川１，８７１番２、地目は畑、地積は１，４８

６㎡で、２筆の合計は２，５７４㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は全部で１３，０００円となっています。 

借り人はＯ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｋさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、自作地１０，１０８

㎡、小作地８，６２９㎡で、甘藷、里芋を主体とした経営をされています。 



農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

各１台となっています。 

 

次の５７６号、５７７号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｍ県在住の方です。 

申請地は５７６号が田代麓字表木ノ下２，０５１番、地目は田、地積は９３８

㎡、５７７号が田代麓字表木ノ下２，０５２番、地目は田、地積は８５０㎡で、

２筆の合計は１，７８８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は全部で９，０００円となっています。 

借り人は、５７４号からと同じＯ・Ｋさんです。 

 

次の５７８号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｍ町在住の方です。 

申請地は田代麓字堀田１，９８９番２、地目は田、地積は１，１７９㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２９年２月２５日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は５，０００円となっています。 

借り人は、５７４号からと同じＯ・Ｋさんです。 

受付番号５７３号から５７８号までの担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

 

次の５７９号から５８１号までの貸し人はＯ・Ｓさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は５７９号が馬場字ホケノ頭６，１４０番１、地目は畑、地積は６，２

３７㎡、５８０号が馬場字ホケノ頭６，１２１番、地目は畑、地積は２，３７３

㎡、５８１号が馬場字大畑６，１７２番、地目は畑、地積は６，０４０㎡で、３

筆の合計は１４，６５０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年３月１日から平成３２年２月２９日までで、小作料金は

全部で１４６，０００円となっています。 

借り人は、Ｍ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｓさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、雇用が２人で１００

日、小作地２３，７０５㎡で、野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター１台となって

います。 

この件の担当調査員は、１９番 鈴渡委員です。 

 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号５６３号から５６５号までについて、１５番 畠中委員お願い

いたします。 

 

１５番 

畠中委員 

はい。報告します。 

Ｎ・ＴさんとＮ・Ｋ君は親子間です。Ｎ君は退職されまして農業に興味を持ち、 

Ｋ市から通って見えます。トラクターも購入して、今から色々な野菜や果樹に取

り組んで行くそうです。よろしくお願いします。 

 ５６５号のＹ・Ｍ君は甘藷を中心に農業に取り組んでいます。農地の利用状況

も良く、意欲と能力もあり、問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号５６６号から５７２号までについて、１６番 山中委員お願いい

たします。 

 

１６番 

山中委員 

はい。ＹさんはＴの方で、借り人はＦ・ＭさんでＫで、生産牛が４４頭で頑張

っております。それから下の５７０号のＮ・ＭさんはＫで、神川の橋の手前のカ

ーブの所の田んぼです。それとＩ・ＫさんはＫ市在住で、出身はＫの方です。こ

れもＦ・Ｍさんで問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号５７３号から５７８号までについて、１８番 樋渡委員お願いい

たします。 

 

１８番 

樋渡委員 

はい。報告いたします。 

先ず５７３号について、これはＥさんという方が作られていましたが、これは

もう何十年とＥさんが耕作されていましたが、今回、奥さんの方の田んぼが空き

まして、そこを作りたいということで土地を返して、相談してＳ・Ｋさんにお願

いしたら、Ｓ・Ｋさんが隣も耕作されております。それで快く引き受けて頂きま

した。それから５７４から５７８号までは、この土地は全部元はＫさんという方

が利用権設定を結んで耕作されていたんですが、管理も悪かったもんですから、

畔払いとか。作物は耕作されていたんですが、収穫はほとんどされていないとい

うような状態だったもんですから、そういうやり方では地域の方、この地主さん

たちが別な方が良いということで、昨年からＯさんが耕作されていまして、管理

もちゃんとしております。今回、期限が来て新たに利用権を組むということで、

Ｏさんにお願いしたら、快く引き受けて頂きましたので、この方も管理は十分さ



れております。何ら問題は無いかと思います。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号５７９号から５８１号までについて、１９番 鈴委員お願いいた

します。 

 

１９番 

鈴 委員 

はい。報告します。これは先月鍋委員からも指摘があった方でございまして、

私も心配になりましたので、安水委員に頼んで現地も確認をしてもらったとこ

ろ、キャベツが綺麗に植えてありますよということで、私もまた後日行って見ま

したら、キャベツをちゃんと植えてありました。そしてこのＯ・ＳさんとＳ君の

お母さんはＳさんの息子さん達と兄妹でありまして、いちばん近い親戚でござい

ます。継続の案件でございますし、本人も貸すということでございましたので、

何ら問題は無いかと思います。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

２ 番 

基 委員 

鈴さん。この２月の２９日は何か意味があるの。 

 

 

１９番 

鈴 委員 

はい。これは本人が従来今までずっと誰か貸してくれと言っても、誰にも貸さ

なくて、取られるからと言って貸さなかった人なんですけれども、先に言いまし

たとおり親戚関係で貸すということで、しかも３年ということで前も借りました

ので、今回も３年というようなことで。 

 

事務局 前回が荒れ地の解消事業でＭ・Ｓさんが借りていて、その時に５年間と言った

のを３年しか貸さない。長いから貸さないと言われて、そしてどうしても３年以

上の契約でなければいけなかったということで、ぎりぎり３月１日だったので、

２月末日としたんですけれども、今回もちょうど３年ということで、超えればや

はり内容を、本人と３年契約と言ったのを渋々更新されたので、たまたまこの３

２年は閏年になっていて、２９日だったので２９日にしたところです。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３９号のうち、受付番号５６３号から５８１号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３９号のうち、受付番号５６３号から５８１号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３９号のうち、受付番号５６３号から５８１号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

議 長 次に議案第３９号のうち、受付番号５８２号から６４３号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３９号のうち受付番号５８２号から６４３号までについて説

明いたします。 

受付番号４８６号から５５３号までについては、鹿児島県地域振興公社が、農

地中間管理事業により、中間管理権を取得しようとするものです。 

お手元に農地利用配分計画案を配布してありますので、そちらの方をご覧くだ

さい。１番から２２番までなんですが、字で言いますと、カヤノキと横高尾につ

いては、宿利原地区で地域集積に取り組んでいまして、いま契約が済んだ分を出

してあるところでございます。２３番から以降につきましては、それぞれ経営転

換、耕作者集積金の対象となるということで、今回申請が上がって来たものでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 



１３番 

徳永委員 

この配分計画の４０番以降のＦ・Ｍさんの分が、年間賃借料０円が殆んどなん

ですが、これ以外に先月利用権設定を結ぶのも、使用貸借で０円が多いんですが、

これ何かＦさんと地権者との方の合意での上での０円が多いんでしょうか。 

 

事務局 はい。当然合意の上です。ＳさんとＢさんの件は、荒らさずに作ってくれれば

それで良いということだったそうです。 

 

１９番 

鈴 委員 

ちなみに私の所の６１５号からの話をしますと、農業廃止をするということ

で、借り手をということで協力したんですけれども、もうお金を出すんであれば

作らないという人が殆んどだったんです。笹原の場合は。だからただなら作ろう

かという話になって、もうただでも良いよというような話になって。とにかく荒

らすよりは作ってもらいたいというようなことで０円にということでした。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３９号のうち、受付番号５８２号から６４３号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３９号のうち、受付番号５８２号から６４３号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３９号のうち、受付番号５８２号から６４３号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２９年２月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 



 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

  

会 長 

  

                          ９ 番 
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議事録調整者 窪 和人 


